
平
成
十
九
年
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
四
号

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
五
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
務
の
区
分
を
定
め
る
省
令

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
百
二
十
四
号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
五
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
務
の
区
分
を
定
め
る
省
令

を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
五
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
所
管
大
臣
が
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
次
号
に
規
定
す
る
事
務
以
外
の
も
の
　
経
済
産
業
大
臣

二
　
内
外
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源
二
酸
化
炭
素
の
排
出
の
抑
制
の
た
め
に
と
ら
れ
る
施
策
で
あ
っ
て
環
境
の
保
全
（
環
境
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
環
境
の
保
全
を
い
う
。
）
の
観
点
か
ら
行

う
も
の
　
環
境
大
臣

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
石
油
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
高
度
化
対
策
特
別
会
計
法
施
行
令
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
務
の
区
分
を
定
め
る
省
令
の
廃
止
）

第
二
条
　
石
油
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
高
度
化
対
策
特
別
会
計
法
施
行
令
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
務
の
区
分
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
五
年
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
八
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
四
月
一
日
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
四
月
一
日
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
に
係
る
業
務
運
営
に
関
す
る
省
令
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
（
次
条
に
お
い
て
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
行
う
同
項
に
規
定
す
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る

廃
止
前
の
国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
の
国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
に
係
る
業
務
運
営
に
関
す
る
省
令
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
旧
業
務
運
営
省
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
業
務
運
営
省
令
第
一
条
中
「
国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合

開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
機
構
法
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
（
以
下
「
排
出
削
減
単
位
取
得
等
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総

合
開
発
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
八
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
（
以
下
「
債
権
回
収
等
業
務
」
と
、
「
一
　
機
構
法
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
業
務
に
関
す
る
事

項
　
二
　
機
構
法
第
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
指
導
に
関
す
る
事
項
　
三
　
機
構
法
第
十
五
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
附
帯
す
る
業
務
に
関
す
る
事
項
　
四
　
業
務
委
託
の
基
準
　
五
　
競
争
入
札
そ
の
他
契
約
に
関

す
る
基
本
的
事
項
　
六
　
そ
の
他
機
構
の
業
務
の
執
行
に
関
し
て
必
要
な
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
一
　
債
権
回
収
等
業
務
に
関
す
る
事
項
　
二
　
そ
の
他
機
構
の
業
務
の
執
行
に
関
し
て
必
要
な
事
項
」
と
、
旧
業
務
運
営
省
令
第
二

条
第
一
項
、
第
三
条
、
第
四
条
第
一
項
の
表
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
及
び
当
該
実
績
に
つ
い
て
自
ら
評
価
を
行
っ
た
結
果
を
明
ら
か
に
し
た
報
告
書
の
項
及
び
中
長
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
に
見
込
ま
れ
る
中
長
期
目
標

の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績
及
び
当
該
実
績
に
つ
い
て
自
ら
評
価
を
行
っ
た
結
果
を
明
ら
か
に
す
る
報
告
書
の
項
並
び
に
第
七
条
中
「
排
出
削
減
単
位
取
得
等
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
債
権
回
収
等
業
務
」
と
す
る
。

（
国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
理
に
関
す
る
政
令
附
則
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
区
分
等
）

第
三
条
　
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
五
十
二
条
第
一
項
第
二

号
に
規
定
す
る
事
務
の
区
分
を
定
め
る
省
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
理
に
関
す
る
政
令
附
則
第
二
項

に
規
定
す
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
所
管
大
臣
が
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
次
号
に
お
い
て
「
旧
機
構
法
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る

債
権
（
改
正
法
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
。
次
号
に
お
い
て
「
旧
特
会
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
五
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
に
関
す
る
事
務
の
う

ち
、
環
境
の
保
全
（
環
境
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
環
境
の
保
全
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
観
点
か
ら
行
う
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
管
理
及
び
回
収
並
び
に
こ
れ

ら
に
附
帯
す
る
業
務
に
要
す
る
費
用
に
係
る
委
託
費
の
交
付
に
関
す
る
事
務
　
経
済
産
業
大
臣

二
　
旧
機
構
法
第
十
五
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
債
権
（
旧
特
会
法
第
八
十
五
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
環
境
の
保
全
の
観
点
か
ら
行
う
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
管
理
及
び
回

収
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
に
要
す
る
費
用
に
係
る
委
託
費
の
交
付
に
関
す
る
事
務
　
環
境
大
臣

1


